
公募物件一覧（Ｒ7年度公募・R８.４設置）

物件
番号 担当課 施設（財産）名称 所在地 区分

貸付面積
（１台あたり）

設置
台数

特記事項
最低貸付料

（年額/税抜：円）
物件調書

1 建設管理課 久喜市役所第二庁舎 久喜市北青柳１４０４番７ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 135,000 物件調書①

2 公園緑地課 青葉公園 久喜市青葉３丁目１番１号 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 51,000 物件調書②

3 公園緑地課 吉羽公園 久喜市吉羽１丁目３０番地 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 72,000 物件調書③

4 菖蒲行政センター 菖蒲行政センター 久喜市菖蒲町新堀３８ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 ペットボトル容器不可 46,000 物件調書④

5 菖蒲行政センター 菖蒲行政センター 久喜市菖蒲町新堀３８ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） ２台
応札金額の上位２者
が１台ずつ設置

1台　　59,000 物件調書⑤

6 商工観光課 労働会館（あやめ会館） 久喜市菖蒲町菖蒲１９３-１ 建物
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 15,000 物件調書⑥

7 農業振興課 しみん農園菖蒲 久喜市菖蒲町下栢間９６６-１ 建物
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 10,000 物件調書⑦

8 菖蒲行政センター 森下コミュニティセンター 久喜市菖蒲町下栢間5495-2 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） ２台
応札金額の上位２者
が１台ずつ設置

1台　　19,000 物件調書⑧

9 高齢者福祉課 菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇２９０４ 建物
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 設置期間：１年 23,000 物件調書⑨

10 栗橋行政センター 栗橋行政センター 久喜市間鎌２５１-１ 建物
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） ２台
落札者が２台設置
うち１台はペットボトル
容器不可

2台　 40,500 物件調書⑩

11 栗橋行政センター 栗橋行政センター 久喜市間鎌２５１-１ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 35,000 物件調書⑪

12 都市整備課 栗橋駅自由通路（１階トイレ脇） 久喜市栗橋北１丁目地内 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 118,000 物件調書⑫

13 都市整備課 栗橋駅自由通路（2階通路） 久喜市栗橋北１丁目地内 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 69,000 物件調書⑬

14 公園緑地課 南栗橋近隣公園 久喜市南栗橋１２丁目１‐３ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 18,000 物件調書⑭

15 鷲宮行政センター 鷲宮行政センター 久喜市鷲宮６丁目１-１ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 71,000 物件調書⑮

16 鷲宮行政センター 鷲宮行政センター 久喜市鷲宮６丁目１-１ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 ペットボトル容器不可 23,000 物件調書⑯

17 生涯学習課 生涯学習施設（まなびすポッと） 久喜市鷲宮６丁目１-１ 建物
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 23,000 物件調書⑰

18 鷲宮行政センター 鷲宮西コミュニティセンター 久喜市中妻７８５－2 建物
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 25,000 物件調書⑱

19 農業振興課 花と香りのふれあいセンター 久喜市八甫４-１０６ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） １台 66,000 物件調書⑲

20 公園緑地課 沼井公園 久喜市桜田３-１３-２ 土地
2.0㎡以下

（W1.20ｍ×D0.80ｍ） ２台
応札金額の上位２者
が１台ずつ設置 　1台　41,000 物件調書⑳

24台

※賃貸借期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。ただし、物件番号９については、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。下段（）内は、自動販売機の面積。

※物件番号15、16及び18の電気料金は設置者が直接支払いとする。

※使用済み容器回収ボックスは、原則として自動販売機１台に１個以上の割合で、施設所管課と協議のうえ、自動販売機周辺の適当な場所に設置する。

　 回収ボックスの素材は樹脂製または金属製とする。ただし、物件番号１２及び１３については、素材は金属製とし、既設の回収ボックスと同程度のものとする。（物件調書写真参照）


